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１．検討手順 
岡崎出張所管内（美矢井橋～家下川合流点）の右岸の対象に、以下の手順により伐採方針（案）を検討した。 

１）情報の集約、樹木伐採方針（素案）を作成 

以下の情報の集約および現地予備踏査を行い、樹木伐採方針（素案）を作成。 

・ 矢作川平面図（1/2500） 

・ 矢作川空中写真（平成 22 年 1 月撮影） 

・ 矢作川河川整備計画（平成 21 年 7 月） 

・ 矢作川河川維持管理計画（平成 24 年 5 月） 

・ 河川水辺の国勢調査（未公表基礎資料を含む） 

 植 生：平成 17 年 3 月、平成 21 年 2 月、平成 25 年 5 月 

 鳥 類：平成 24 年 3 月 、 昆虫類：平成 23 年 6 月 

 魚 類：平成 22 年 2 月 、 小動物：平成 19 年 3 月 

２）樹木伐採箇所の現場踏査（合同現地踏査）：平成 25 年 9 月 12 日 

有識者および事務所と合同により、樹木伐採予定箇所等の現地状況を確認し、樹木伐採方針を

について意見交換を行った。 

３）樹木伐採方針（案）の検討 

① 整備計画で「樹木伐採」区間として位置付けられている区間を、治水上の配慮を優先する

こととし、優先度「Ａ」（美矢井橋～21.4k）と設定。また、「樹木の適正管理」区間として

位置付けられている区間を、積極的に樹木を管理する必要のある区間として、優先度「Ｂ」

（日名橋～家下川合流点と設定。その他区間を、比較的優先度が低い区間として、優先度

「Ｃ」（21.4k～日名橋）と設定。 

② それぞれの優先度区間について、環境等の配慮事項を考慮し、樹木伐採方法を設定した。 

・流下能力不足の区間───────────→基本は全伐採・伐根 

ただし流下能力阻害の影響の大きい竹

林を優先的に伐採 

・水際に接している樹木──────────→存置（環境の改変の軽減、水衝部保護） 

・河川構造物周辺─┬─導流堤・フトンカゴ─→全伐採・伐根なし（施設保全） 

└─水制工周辺─────→存置（施設保全、環境の改変の軽減） 

・水辺の楽校への配慮───────────→存置（環境の改変の軽減） 

・その他の区間──────────────→存置 

※ 水際の存置範囲は、樹木群による流速低減効果（河岸浸食防止・樹木の流失防止）を考

慮し、水際より 10ｍ（文献値 5～10ｍ：河川における樹木管理の手引き(リバーフロント

整備センター)P35）とした。 

※ 水制工周辺の存置範囲は、主要な伐採対象であるヤナギ類の根系の半径相当（＋余裕）

を見込み３ｍとした。 

ヤナギ類の根系の大きさ（河川における樹木管理の手引き(ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ

ｰ)P194,197））：ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ直径 1.2ｍ、ﾄﾞﾛﾉｷ(ﾄﾞﾛﾔﾅｷﾞ)直径 4.0ｍ 

 

③ その他配慮事項の整理 

(ア) ｺｱｼﾞｻｼ,ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ類は中州等に営巣、水域・水辺での採餌を行うため、樹木伐採による

影響は軽微と考えられる。 

(イ) オオタカ・ハイタカの行動範囲（採餌エリア）は半径約２km 程度と考えられるため、

伐採による採餌への影響は比較的軽微と考えられる。 

(ウ) 導底部の伐採にあたっては、タケの伐採を先行し、その後、主要な高木等について確

認の上、必要に応じて個体存置を行う。 

(エ) 樹木伐採等にあたっては、伐採エリア内（特に水辺、湿地環境のエリア）において、

重要植物の生育を確認し、必要に応じて伐採範囲の修正等が必要となる。 

(オ) 区域伐採および間伐の実施に際して、詳細な存置範囲や密度の設定は、有識者・学識

者の意見を参考に設定する。 
 

表－１ 伐採形状 

形 状 概 要 特 徴 

存置 

（現状）

現況の樹木群を維持する。 

 

◎現状の自然環境を維持できる。 

×流下能力の向上は図れない。 

帯

状 

伐

採 

流下方向に対して帯状に伐採する。 

（ex.水際の植生を維持する） 

 

○樹木群による流速低減を期待し

つつ、流下能力の向上が図られ

る。 

○伐採範囲によっては、現況の自

然環境の改変を軽減できる。 

区

域

伐

採

間

断 

伐

採 

流下方向に対して間断的に伐採する。 

 

○伐採区間について、流下能力の

向上が可能。 

○伐採範囲によっては、現況の自

然環境の改変を軽減できる。 

△伐採範囲の堤防沿いの流速変化

が堤防に悪影響を及ぼす場合が

ある。 

間 伐 樹木群をある程度の間隔で伐採する。 

 

○樹木群の流水に対する透過率が

上昇するため、ある程度の流下

能力の向上が可能。 

○伐採範囲（密度）によっては、

現況の自然環境・景観の改変を

軽減できる。 

△植生の生育環境が変化する。 

△存置樹木への外力が増加し、倒

伏・流失の可能性が高まる。 

全伐採 樹木群を全て伐採する。 

 

◎流下能力が大幅に向上出来る。 

×現状の自然環境が失われる。 

 

（流れ）

（流れ）

（流れ）

（流れ）

（流れ）
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２．矢作川の樹木の変遷（参考資料） 
矢作川の河道内樹木については、昭和 50～51 年頃は殆ど高木は見られない状況であった。こ

れが、平成４年以降の約 20 年間で大幅に樹林化したものである。 

矢作川の原風景としては、本来は高水敷の草地および流路内の白い砂が広がる風景であると考

えられる。 

ただし、現在の形成されている自然環境についても十分な配慮が必要である。 

 

 

 

 

 
 

 

図－１ 矢作川の河道内樹木の変遷 

出典 矢作川の伝統工法 

（中部建設協会、矢作川の伝統工法を 

観察する会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 昭 49 年当時の航空写真 

日名橋 

岡崎大橋 

矢作橋 

名鉄橋 

ＪＲ橋 

渡橋 

美矢井橋

河畔樹木が

見られる。 

河畔樹木は

殆ど見られ

ない。 

河畔樹木は

殆ど見られ

ない。 
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　　　　　　　樹木伐採方針（素案）　（1/2）

美矢井橋 渡橋 樋管

CCTV●

同等の生育可能性あり→

（飛来の可能性あり） （飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり） （飛来の可能性あり）

同等の生息可能性（イシガメ、カヤネズミ）あり。タヌキは河川敷きをエサ場として広く移動している可能性あり。→

河川敷きをエサ場として広く移動している可能性あり

同等の生息可能性あり

ﾏﾀﾞｹ ﾑｸﾉｷ-ｴﾉｷ ﾒﾀﾞｹ ﾒﾀﾞｹ

ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔ

整備計画上、積極的な伐採が望ましい（流下能力の向上のため） 流下能力に余裕あり

17.6 18.8 19.017.8 18.0 18.2 18.4 19.2 19.4 19.6

∥

18.6 19.8 20.0 20.2 20.4 21.4 21.6

∥

ＪＲ橋

∥

20.6 20.8 21.0 21.2 21.8 22.0 22.2

樋管

浸透対策
低水護岸整備
堤防整備

昆虫類

両生類
爬虫類
哺乳類

魚類

河川整備
計画

空間管理
計画 整備ゾーン

自然利用ゾーン
砂州の再生
樹木の適正管理
樹木伐採

樹木処理方針（案）

配慮事項等

河道内樹木群

主要施設等

項　目
距離票

自然環境

植物

鳥類

＜17.0k～18.0k：右岸＞
　キヌヤナギ（愛NT）：H20調査　タコノアシ（環NT、愛NT）：H25調査
　シロネ（愛NT）：H25調査　　　ミゾコウジュ（愛NT）：H25調査
　カワヂシャ（環NT）：H25調査　アヤメ（愛EN）：H25調査

オオタカ（国内、環NT、愛NT）

水際に植生

水制工
（陸化）

水衝部
ワンド（水枯れ）

コアジサシ（国際、環VU、愛NT）

オオタカ（国内、環NT、愛NT）

水制工
（陸化）

駐車場 グラウンド

散策道（高水敷）

キイロヤマトンボ（幼虫）（環NT、愛NT）
キベリマメゲンゴロウ（環NT）

駐車場

ハイタカ（環NT）

コアジサシ（国際、環VU、愛NT） コアジサシ（国際、環VU、愛NT）

水辺の楽校（新規区間）

優先度：Ａ 優先度：Ｃ

区域伐採
※水際植生存置
※水制工周辺存置 存置

存置

流下能力向上の為、全伐採が望ましい。 流下能力向上の為、流下
阻害の影響の大きいマダ
ケの伐採が望ましい。

水域に生息することか
ら、樹木伐採による影響
は軽微

ｺｱｼﾞｻｼ,ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ類は中州等に営巣、水域・水辺での採餌を行うため、樹木伐採による影響は軽微

〃

＜17.0k～18.0k：右岸＞
　イシガメ（環DD）、カヤネズミ（愛VU）、タヌキ（特筆種）：H18調査

キツネ（巣穴：特筆種）

ウナギ（環DD）、スジシマドジョウ小型種東海型（環EN、愛NT）、メダカ（環VU、愛NT）、
カマキリ（環VU、愛VU）、ウツセミカジカ回遊型（環EN、愛VU）

水辺の楽校（既定区間） 水辺の楽校（既定区間：未整備

水際に植生

伐採樹木については伐根を基本　ただしフトンカゴ部は伐根なし

水際植生を保全

水制工・フトンカゴを保全 水制工を保全

 全伐採※

伐　根

水辺の楽
校への配
慮が必要

〃

水際植生を保全

水辺の楽校への配慮
が必要

水辺の楽校へ
の配慮が必要

存置
区域伐採

※水制工周辺存置

橋直上流はCCTVの視
野阻害となるため水
際部まで伐採

存置樹木についても樹高４ｍを超過するものは、適宜剪定 〃

〃

竹林利用のため一部範囲
（駐車場周辺）は存置

フトンカゴ

※岡崎市の水辺の楽校の利用形態を確認の上、
　必要に応じて区域伐採・存置を判断

13



　　　　　　　樹木伐採方針（素案）　（2/2）

浸透対策
低水護岸整備
堤防整備

昆虫類

両生類
爬虫類
哺乳類

魚類

河川整備
計画

空間管理
計画 整備ゾーン

自然利用ゾーン
砂州の再生
樹木の適正管理
樹木伐採

樹木処理方針（案）

配慮事項等

河道内樹木群

主要施設等

項　目
距離票

自然環境

植物

鳥類

27.0

日名橋 岡崎大橋 家下川 愛環橋

（飛来の可能性あり） （飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり） （飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり） （飛来の可能性あり）

（飛来の可能性あり）

河川敷きをエサ場として広く移動している可能性あり

同等の生息可能性あり

ﾒﾀﾞｹ ﾑｸﾉｷ-ｴﾉｷ ﾏﾀﾞｹ ﾏﾀﾞｹ ﾏﾀﾞｹ ﾏﾀﾞｹ

ﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ (ﾔﾅｷﾞ混) ﾑｸﾉｷ-ｴﾉｷ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ ﾑｸﾉｷ-ｴﾉｷ ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ

流下能力に余裕あり 整備計画上、樹木を適正に管理する必要がある。

22.4 22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 25.2 25.4 25.6 26.6 26.8 27.225.8 26.0 26.2 26.4

∥ ∥

矢作橋

∥

名鉄橋

∥ ∥

27.4

コアジサシ（国際、環VU、愛NT）

駐車場 駐車場 グラウンド

公園施設

イカルチドリ（愛VU）

コアジサシ（国際、環VU、愛NT） コアジサシ（国際、環VU、愛NT）

水制工（陸化）

散策道（高水敷）

工事中

導流堤

耕作地

ハイタカ（環NT）

コアジサシ（国際、環VU、愛NT）

イカルチドリ（愛VU）

優先度：Ｂ

ｺｱｼﾞｻｼ,ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ類は中州等に営巣、水域・水辺での採餌を行うため、樹木伐採による影響は軽微

＜30.0k～31.0k：右岸）
　ミゾコウジュ（愛NT）：H25調査

優先度：Ｃ

キツネ（足跡：特筆種）

の楽校（既定区間：未整備） 水辺の楽校（既定区間） 水辺の楽校（新規区間）

水際に植生 水際に植生ワンド

水衝部 水衝部

堤防が低い

水辺の楽校への
配慮が必要

存置 存置

水辺の楽校への配慮
が必要

水辺の楽
校への配
慮が必要

存置

樹木の適正管理が必要

伐　根 伐根なし
　区域伐採
　（水際存置）

伐根なし

水際植生を保全 堤防法尻付近の高
木(N=3)は存置

タケの伐採を先行し、その後、主要な高木等につい
て確認の上、必要に応じて個体存置

導流堤の施設保護に配慮

〃

全伐採

シンボルとなるような
主要なヤナギ大木
(N=1)は存置する。

導流堤部の川表(法面)について
は、天端・川裏側の伐採後に状
況を見て判断する。
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（流路側） 

（堤防側） 
 

美矢井橋上流イメージ 
 

  
（流路側）                                （堤防側） 

渡橋付近（下流側）イメージ 
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（堤防側）                                （流路側） 

日名橋付近イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
（下流側）                       （上流側：流路側）                   （上流側：堤防側） 

岡崎大橋上流側イメージ 
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